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　皆様もご存じのように、近年の急激な物価上昇に対応するため、賃上げの支援策

や定額減税などの政策が打ち出されています。給与所得者の定額減税は昨年６月か

ら既に実施されていますが。事業者の定額減税は原則確定申告において実施されま

す。確定申告が近づいていますので事業所得者の定額減税についてご説明したいと

思います。

　定額減税とは、「令和６年度税制改正」に盛り込まれた制度であり、納税者本人

とその配偶者や扶養親族１人につき、所得税３万円、住民税１万円の合計４万円が

令和６年の税金から控除されるものです。

１．定額減税の対象者
①所得税の減税対象者
　次の表に掲げる条件の全てを満たしている人です。

　　

条件１ 令和６年分所得税の納税者である。

条件２ 日本国内に居住している。

条件３ 令和６年の合計所得金額が1,805万円以下である。

②住民税の減税対象者

　　

条件１ 令和６年分住民税所得割の納税者である。

条件２ 日本国内に居住している。

条件３ 令和５年の合計所得金額が1,805万円以下である。

２．対象者ごとの減税額

　対象者 所得税 住民税

　本人（居住者） 30,000円 10,000円

同一生計配偶者又は扶養親族
（いずれも居住者）
下記注①～④を参照

１人につき
30,000円

１人につき
10,000円

注）①年間の合計所得金額が48万円以下であること
　　②青色事業専従者、白色事業専従者は除く
　　③ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除は対象外ですが、定額減

税の対象になります。
　　④ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円超133万

円以下の場合、配偶者特別控除の対象にはなりますが、定額減税の対象にはなりません。

３．同一生計配偶者・扶養親族とは
①同一生計配偶者
　令和６年12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者（青色申告者の事業

専従者としての給与の支払いを受ける人及び白色申告者の事業専従者を除きま

す。）で、年間の合計所得金額が48万円以下の人です。

②扶養親族
　令和６年12月31日の現況で、納税者と生計を一にする親族（配偶者及び青色事業

専従者、白色事業専従者を除きます。）で、年間の合計所得金額が48万円以下の人

です。

４．定額減税の実施方法
①確定申告で控除
　原則として、令和６年分の所得税の確定申告の際に、所得税の額から控除します。

②予定納税で控除
　予定納税の対象者は、確定申告での控除を待たずに、昨年６月以降に通知された

令和６年分の第１期分予定納税額（７月）から本人分に係る定額減税額が控除され

ています。

　同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額は、予定納税額の減額申請の手続

きにより第１期分予定納税額又は第２期分予定納税額から控除されています。

　予定納税額の減額申請も予定納税の支払いも既に経過していますので、申請書の

控、予定納税の領収書、口座引落額等で確定申告までに確認しておいて下さい。

５．確定申告での計算順序
　確定申告書では以下のように定額減税額を控除します。

　　

課税される所得金額から所得税額を計算する

⬇
賃上げ促進税制、住宅ローン控除などを控除して再差引所得税額を計算

⬇
定額減税額を控除して再々差引所得税額（基準所得税額）を計算

　次に設例と令和６年分確定申告書の税金の計算を抜粋します。

　●設例　納税者本人、配偶者、扶養親族は父、子供（２人）いずれも居住者の場合

　　　　　　納税者（合計所得金額1,805万円以下） ３万円

　　　　　　配偶者（配偶者控除の適用あり） ３万円

　　　　　　父（扶養控除の適用あり） ３万円

　　　　　　子（扶養控除の適用あり） ３万円

　　　　　　子（納税者の事業専従者である） ０円

　　　設例の場合の定額減税は３万円×４人＝12万円になります。

　　　申告書欄44に対象人数４人と金額120,000円を記入します。
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定額減税の適用が
ある方は、控除額
の記入漏れに
ご注意ください。

（引用：国税庁「令和６年分所得税及び復興
特別所得税の確定申告の手引き」より抜粋）

６．定額減税しきれないと見込まれる者への給付金
　納税者本人と同一生計配偶者又は扶養親族の数から算出される定額減税額が定額

減税を行う前の所得税額（及び個人住民税所得割）を上回り定額減税を控除しきれ

ない場合は、令和６年の所得税額が確定した後、個人住民税を課税する市区町村に

おいてその控除しきれない金額（１万円単位で）が給付されます。

　早期に給付を行う観点から、令和５年の課税状況に基づき、給付額が算定されて

います。令和６年分の所得税額が確定した後、令和５年と比較して所得に変動があ

るなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、

追加で給付されます。

７．最後に
　簡単に、事業者の定額減税についてご説明いたしました。

　確定申告時には、対象となる同一生計配偶者、扶養親族の数を確認し、申告書へ

の記入漏れにご注意下さい。

出典）『月刊基金』2025年１月号Ｐ24より抜粋

〈オンライン請求医療機関〉

2024年分確定申告における定額減税2024年分確定申告における定額減税（事業所得者編）（事業所得者編）経税部
だより 税理士税理士 井川　博幸井川　博幸


